
2019年度  予算のお知らせ
　2019年２月19日に開催された第７回組合会において、
マクニカ健康保険組合の2019度予算が承認されました。
　予算と事業計画について、その概要をお知らせいたします。

健康保険料率　7.2％（千分の72） 

予算の概要
　健康保険料率を2018年度より0.4％（千分の４）引き下げることといたしました。
　介護勘定の介護納付金の増額により、介護保険料率が引き上げとなるため、その軽減措置として実施します。
　2019年度予算規模は14億4,741万円となりました。収入支出予算の概要については以下のとおりです。

2019年度保健事業について

① 健診補助金制度
　�　加入者（被保険者および被扶養者）を対象にした、
基本健診、生活習慣病予防健診、人間ドック、脳ドッ
ク、乳がん健診、子宮がん健診に対し、補助金を支
給します。

■ 健診補助金の概要

②  インフルエンザ予防接種費用補助を行い
ます。

　【補助額】5,000円（税込）　　※対象者：加入者

③ 特定健診・特定保健指導を実施します。
　�　40歳以上の加入者を対象に特定健診を実施しま
す。健診結果を階層化し、いわゆるメタボリックシ
ンドローム対象者の方へ、動機づけ支援・積極的支
援の特定保健指導を実施します。

2019年度収入支出予算概要表（介護勘定）

2019年度収入支出予算概要表（一般勘定）

科　目 予算額（千円）

介護保険収入 142,101

繰 越 金 18,707

そ の 他 2

合　計 160,810

●収　入

科　　目 予算額（千円）

健康保険収入 1,117,844

調整保険料収入 25,256
繰 越 金 271,645
繰 入 金 15,000
財政調整事業交付金 6,000
そ の 他 11,662
合　　計 1,447,407

経常収支差引額 △34,527千円

●収　入

科　　目 予算額（千円）
事 務 費 39,882
保 険 給 付 費 545,391
納 付 金 382,999
保 健 事 業 費 195,111
財政調整事業拠出金 25,256
そ の 他 753
予 備 費 258,015
合　　計 1,447,407�

●支　出

科　目 予算額（千円）

介 護 納 付 金 140,872

介護保険料還付金 1

予 備 費 19,937

合　計 160,810

●支　出

収入

支出

健康保険収入
77.2%

健康保険収入

保険給付費

調整保険料収入
1.8%

保健事業費
13.5%

財政調整事業拠出金
1.7%

その他　0.1%

事務費　2.7%
予備費　17.8%

繰越金

財政調整事業
交付金　0.4% 繰入金　1.0%

その他　0.8%

健診などの
健康づくり費用

皆様の
医療費や各種
給付金の費用

保険給付費
37.7%

納付金納付金
26.5%

高齢者医療制度
への納付金等
健保財政を圧迫、
保険料の3割を
国へ拠出

繰越金
18.8%

前期高齢者納付金 37,759

後期高齢者支援金 345,212

病床転換支援金 2

退職者給付拠出金 26

納付金内訳（千円）

＝総報酬割とは＝

各健保組合の加入者の総報酬額に応じて介護納付金を負担する方法。これまでは加入者数に応じて負担する方法（加入者割）でした
が、2017年８月から総報酬割が1/2に導入され、2019年度は3/4、2020年度からは全面総報酬割となります。

主な継続事業

※2018年度より
　0.4%引き下げ。

介護保険料率　1.56%（千分の15.6）

予算の概要
　介護納付金における総報酬割の比率引き上げ等
により、介護納付金は大幅な増額が見込まれます。
　この増額分を補うため、介護保険料率を2018
年度より0.42％（千分の4.2）引き上げること
といたしました。

※2018年度より0.42％引き上げ。

（金額は税込）

健診の種類 対象者 健保
補助限度額

基本健診※１ 30歳未満の加入者 10,000円

生活習慣病
予防健診

30歳以上の被保険者※１ 25,000円

30歳以上の被扶養者 20,000円

人間ドック※２

35歳以上の加入者
70,000円

脳ドック 15,000円

乳がん検診※３

20歳以上の加入者 5,000円
子宮がん検診※３

一般勘定

介護勘定

❶

①  「健康相談サービス」の提供内容を拡充します。
　�　事業主体を事業主（人事部）から健康保険組合へ移管し、次のサービスを新たに提供します。
　　セカンドオピニオン・サービス、生活習慣病受診サポート・サービス、二次検診機関の手配・紹介サービス

②  「歯科健診」推進体制を整備します。
　�　受診機会、対象者を拡大する推進施策の一環として、事業主負担金制度の導入を図ります。
　　また、規程を定め、歯科健診の仕組みを明確にします。

新規事業❷

※１　被保険者が会社指定病院で受診の場合、全額補助。
※２　オプションを含む。
※３　契約医療機関で受診の場合、全額補助。


